
    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日時：2025 年 12 月 15 日(月) 
        13:00～14:30 
  場所：人間社会第 1 講義棟 101 教室 

   ※法学類以外の学生の参加も歓迎します。 

【問合せ先】 法学類 村上 裕 hiroshim@staff.kanazawa-u.ac.jp 

消費者としての私達を保護する消費者契約法をはじめ
とする消費者法は、今、転換期にあります。取引のデジ
タル化の進展等により、私達⾃⾝が気付かないうちに被
害に遭うこともあり得ます。そのため、消費者法は、従
来の制度・枠組みにとらわれない根本からの発想の転換
（＝パラダイムシフト）が求められます。 
本講演では、そのような消費者法の転換期において⽬指
すべきルールの形成について取り上げます。 

農林⽔産省近畿農政局⼊札等監視委員会委員⻑、内閣府消費者
委員会事務局⻑、沖縄振興開発⾦融公庫監事（⾮常勤）、⽇本弁
護⼠連合会消費者問題対策委員会副委員⻑、消費者委員会・消費
者法制度のパラダイムシフトに関する専⾨調査会委員等を歴任。 


